
 

 

 
環境の保全と創造には、県民・民間団体・事業者・市町村・県の各主体が、それぞれの役割と責

任のもとに取り組みを進めることが重要であり、本計画の推進には、各主体の次のような基本的な

取り組みが求められます。  

 
■日常生活がどのような環境への負荷を与えるのかを知り、自らでき

ることを考え、負荷の低減に努めましょう。  
■地域の環境活動に参加するなど、地域に根ざした活動の輪を広げま

しょう。  

 
 

■環境保全活動の様々なノウハウを持つ民間団体は、今後、その役割

がますます重要になります。  
■地域の環境保全活動の中心的役割を果たすとともに、各主体と連携

しネットワークを広げるなど、活動の幅のさらなる広がりが期待さ

れます。  

 
 

■事業活動に伴い生じる公害を防止し、自然環境への影響に十分に配

慮する責任があります。  
■資源循環型社会の実現に向け、製造・販売を行う事業者の企業市民

としての役割は非常に重要です。  
■企業の社会的責任（CSR ）の考え方に基づき、各主体と連携した地
域の環境保全活動への参加が期待されます。  

 
 

■各主体と連携のもと、地域の自然的・社会的条件に応じた環境の保

全・創造の取り組みが期待されます。  
■地域住民の環境保全意識の向上、活動の促進など、環境教育・環境

学習の推進が期待されます。  
■グリーン購入や環境マネジメントの導入、公共事業の環境配慮など、

市町村自らの事業活動による環境への負荷の低減が期待されます。  

 
 

■県は、本計画の目標達成に向け施策を確実に推進します。  
■県自ら事業者であり消費者である立場から、公共事業や事業活動による環境への負荷の低減

や、庁舎・公共施設での環境配慮など、率先して環境への負荷の低減に取り組みます。  
■県民・民間団体・事業者・市町村と連携して施策を進めるとともに、環境教育・環境学習、

環境情報の提供、各主体の取り組みの支援により、各主体の自主的取り組みを促進します。 
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